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第 1 章 合志市水道事業経営戦略策定にあたって

1.経営戦略策定の趣旨

水道は、生活に最も密着した社会資本であり、重要な生活基盤のひとつです。

合志市水道事業では、市民が快適な住環境で暮らすことができるよう、水道法及び地方公営企業

法に基づき、清浄で豊富低廉な水を供給し、並びに公共の福祉の増進を図り、水の安定供給に努め

ています。

合志市では、平成 16 年 6 月に厚生労働省が示した「水道ビジョン」を基本目標に、平成 25 年

12 月に策定した『合志市水道ビジョン Ver.2』に沿って、水道事業を運営しています。

また、水道事業経営変更認可申請により、平成 29 年度から竹迫地区簡易水道事業及び栄地区簡

易水道事業を上水道事業に統合し、地域住民に対するサービス水準の維持向上等を図り、効率的・

安定的な経営基盤の強化を図りました。

合志市水道事業の現況（平成 30 年度末時点）については、計画給水人口 68,120 人、現在給水

人口 61,643 人、普及率 98.88%、年間有収水量は 5,760,007 ㎥で近年増加傾向にあります。

今後も給水人口等について増加が見込まれ、給水収益についても増加することが予想されます。

しかしながら高度経済成長期に建設した施設が老朽化を迎え、今後施設の更新や修繕費用の増

加が見込まれ、さらには大規模地震などの災害に対する施設の強靭化も必要となります。

合志市水道事業においてこれからの課題は、将来にわたって持続可能な安定した経営のもと、計

画的な施設更新が可能となる投資計画の策定を行い、事業基盤の強化を図ることが必要となりま

す。

今回策定する『合志市水道事業経営戦略』は、経営環境の変化に適切に対応するとともに、水道

事業の徹底した効率化と経営の健全化への取り組み、計画的な施設更新の実施を行うことにより、

市民に安全で快適な水道サービスを持続的・安定的に提供していくための指針として策定するも

のです。
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2.経営戦略の位置付け

この経営戦略は、平成 26 年 8 月 29 日付け「公営企業の経営に当たっての留意事項について」、

平成 28 年１月 26 日付け「経営戦略の策定推進について」の総務省通知を踏まえて、全ての公営

企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画として、令

和 2 年度までに「経営戦略」を策定することが求められているものであり、総務省の「経営戦略策

定ガイドライン（平成 29 年３月改定版）」に基づいて策定しています。

本経営戦略は、本市の最上位計画である『合志市総合計画』と安全・強靭・持続についての施策

をとりまとめた『合志市水道ビジョン Ver.2』を下支えする計画のひとつとなります。中長期的視

点に立った持続可能な事業運営を目的とした『合志市水道事業アセットマネジメント』を包括的に

取りまとめ、水道事業会計の財政計画と照らし合わせながら、施設の老朽化等に対応した具体的な

取り組みを実践することとします。

3.計画期間

中長期的な視点から事業基盤の強化等に取り組むことができるよう計画期間を 12 年間としてい

ます。よって計画期間は令和 2 年度～令和 13 年度とします。
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第 2 章 合志市水道事業の現状と課題

1.水道施設の概要

（1）取水施設

合志市の水源は全て地下水を利用しており、浄水処理方法は次亜塩素滅菌のみです。

地下水の水量、水質ともに安定しています。

【表-1.取水施設概要】

番　号 施　設　名 水 源 種 別 浄水方法 竣 工 年 度 取 水 能 力

1 笹原第1水源 深井戸 次亜塩素滅菌 S47 500㎥/日

2 笹原第2水源 深井戸 次亜塩素滅菌 S56 2,000㎥/日

3 下群第1水源 深井戸 次亜塩素滅菌 H4 2,500㎥/日

4 下群第2水源 深井戸 次亜塩素滅菌 H14 2,500㎥/日

5 日向第2水源 深井戸 次亜塩素滅菌 H9 208㎥/日

6 武蔵野台水源 深井戸 次亜塩素滅菌 S59 1,000㎥/日

7 新開第1水源 深井戸 次亜塩素滅菌 S51 1,300㎥/日

8 新開第2水源 深井戸 次亜塩素滅菌 H12 500㎥/日

9 須屋第1水源 深井戸 次亜塩素滅菌 S58 1,900㎥/日

10 須屋第2水源 深井戸 次亜塩素滅菌 S59 1,900㎥/日

11 合生第1水源 深井戸 次亜塩素滅菌 H2 1,500㎥/日

12 合生第2水源 深井戸 次亜塩素滅菌 H14 500㎥/日

13 御代志第1水源 深井戸 次亜塩素滅菌 S47 1,000㎥/日

14 御代志第2水源 深井戸 次亜塩素滅菌 H8 1,000㎥/日

15 御代志第3水源 深井戸 次亜塩素滅菌 H26 1,000㎥/日

16 竹迫第3水源 深井戸 次亜塩素滅菌 Ｓ51 1,100㎥/日

17 竹迫第4水源 深井戸 次亜塩素滅菌 S58 700㎥/日

18 竹迫第5水源 深井戸 次亜塩素滅菌 H12 1,448㎥/日

19 竹迫第6水源 深井戸 次亜塩素滅菌 Ｈ22 700㎥/日

20 木原野第1水源 深井戸 次亜塩素滅菌 Ｓ40 1,000㎥/日

21 木原野第3水源 深井戸 次亜塩素滅菌 Ｈ20 1,000㎥/日

22 木原野第4水源 深井戸 次亜塩素滅菌 Ｈ29 500㎥/日

23 木原野第5水源 深井戸 次亜塩素滅菌 Ｈ29 716㎥/日

24 木原野第6水源 深井戸 次亜塩素滅菌 Ｈ29 500㎥/日

26,972㎥/日計
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（2）配水施設

合志市の地形は、全体的に起伏が無いので多くの施設でポンプによる加圧配水を行っていま

す。

【表-2.配水施設概要】

（3）管路

  平成 30 年度末時点での管路総延長は約 394ｋｍで、内訳は導・送水管が約 4ｋｍ、配水管が

約 390ｋｍとなっています。

【表-3.導水・送水・配水管の口径別布設延長表（平成 30 年度末時点）】

種 別 φ400㎜ φ350㎜ φ300㎜ φ250㎜ φ200㎜ φ150㎜ φ100㎜ φ75㎜ φ50㎜ φ40㎜以下 計

477.2m 714.3m 1,899.0m 0.8m 3,091.3m

0.00% 0.00% 0.00% 15.44% 23.11% 61.43% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

80.1m 752.2m 832.3m

0.00% 0.00% 9.62% 0.00% 90.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

47.0m 2,702.5m 1,086.4m 1,535.6m 25,522.9m 75,283.0m 53,780.6m 121,041.9m 51,647.0m 56,733.3m 389,380.2m

0.01% 0.69% 0.28% 0.39% 6.56% 19.33% 13.81% 31.09% 13.26% 14.57% 100.00%

合計 47.0m 2,702.5m 1,166.5m 2,012.8m 26,989.4m 77,182.0m 53,781.4m 121,041.9m 51,647.0m 56,733.3m 393,303.8m

導 水 管

送 水 管

配 水 管

番  号 施　設　名 構 造 種 別 配 水 方 法 竣工年度 有 効 容 量

1 群配水池 ＰＣ造 加圧配水 H8 3,500㎥

2 小山配水池 ＲＣ造 自然流下 S51 721.5㎥

3 日向第2配水池 ＲＣ造 加圧配水 H10 120㎥

4 武蔵野台配水池 ＲＣ造 加圧配水 S59 600㎥

5 新開配水池 ＲＣ造 加圧配水 S53 1,300㎥

6 須屋配水池 ＰＣ造 加圧配水 S59 1,500㎥

7 合生配水池 ＰＣ造 加圧配水 H3 1,000㎥

8 御代志第1配水池 ＰＣ造 加圧配水 H5 1,000㎥

9 御代志第2配水池 ＳＵＳ製 加圧配水 H25 1,120㎥

10 竹迫第1配水池 ＰＣ造 自然流下 S59 515㎥

11 竹迫第2配水池 ＰＣ造 加圧配水 H13 950㎥

12 弁天第1配水池 ＲＣ造 自然流下 S41 480㎥

13 弁天第2配水池 ＰＣ造 自然流下 S60 1,000㎥

14 木原野配水池 ＰＣ造 加圧配水 H30 4,000㎥

17,807㎥/日計
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2.過去 10 ヶ年の行政区域内人口、給水人口、給水量について

（1）行政区域内人口、給水人口の実績値について

  合志市行政区域内人口は、過去 10 年間において約 7,500 人増加しています。また同時に給水

区域内人口及び給水人口についても同様な増加傾向を示しています。

給水普及率
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図２．給水区域内人口及び給水人口、給水普及率の実績

給水区域内人口 給水人口 給水普及率
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図1.行政区域内人口の実績
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（2）給水量、有収水量の実績値について

過去 10 年間の給水量及び有収水量については、人口増加に伴い増加傾向にあります。

将来においても人口増加と共に給水量及び有収水量の増加が予想され、水道料金の収入も増

加することが予想されます。

12,887㎥/日

15,781㎥/日

15,430㎥/日

21,237㎥/日

13,782㎥/日

18,587㎥/日

0㎥/日

5,000㎥/日

10,000㎥/日

15,000㎥/日

20,000㎥/日

25,000㎥/日

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

図３．給水量、有収水量の実績

1日当り有収水量 1日最大給水量 1日平均給水量
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3.現行の水道料金体系

合志市の水道料金体系は、下表に示すとおり口径別に基本水量を超過した場合に、超えた水量に

対して段階的に超過料金が基本料金に加算される制度となっています。熊本県内の上水道事業に

ついての水道料金の平均が 2,778 円／20 ㎥に対し、合志市では 2,231 円／20 ㎥となっており、平

均よりかなり低い料金設定となっています。

このような料金設定の状況でも経営の効率化を図っていることにより、安定した事業運営が可

能となっています。

【表-4.合志市水道料金体系】

口径
基本水量
の範囲

金額 20㎥以下
21㎥以上
40㎥以下

41㎥以上
50㎥以下

51㎥以上
100㎥以下

101㎥以上
1000㎥以下

1001㎥以上

13㎜ 8㎥まで 800円 120円 130円 140円

20㎜ 10㎥まで 1,200円 120円 130円 140円

25㎜ 20㎥まで 2,400円 基本料金内 130円 140円

30㎜及び

40㎜
50㎥まで 6,500円 170円

50㎜以上 100㎥まで 14,000円 150円 170円基本料金内

1㎥につき300円

一般用と同じ

基本水量を超えた水量に対して段階的に適用

超過料金（円/㎥）

150円

150円

150円

基本料金内 150円

口径毎に適用

基本料金（円/月）
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図４.熊本県内の20㎥当りの水道料金(税抜き)「H29年度熊本県の水道」より
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4.組織体制

平成 31 年 4 月 1 日時点において、合志市水道局水道課では、管理職である水道局長及び水道課

長を除いた職員数は 7 名です。現状水道施設の更新工事監理や維持管理に伴う人手不足が問題と

なっています。今後担当職員数を増やし、適切な水道事業運営を行えるよう検討しなければなりま

せん。また若年層や経験の少ない職員の割合が増加し、ベテラン職員の持つ技術の継承についても

重要な課題となっています。

【表-5.合志市水道事業職員体制表】

職員の識別 平成 31 年 4 月 1 日現在

課長補佐 1 人

主幹 1 人

主査 2 人

主事 3 人

計 7 人

5.費用構成

水道事業は、地方公営企業法に則って独立採算制により経営を行っています。企業経営に伴う収

益（水道料金収入）をもって事業を運営し、サービスの提供を行っています。

合志市水道事業での主な支出は、安定した水を供給するための建設改良費が 21.7％、施設を健

全に保つための維持管理費が 23.6％となっています。

企業債償還金と支払利息とは、これまで水道施設を建設してきた際に借り入れた金額に対する

元金返済と利息のことです。水道施設への投資には多額の費用が必要となります。自己財源で足り

ない分については、主に借入金（企業債）で賄っています。総支出におけるこの 2 つの占める割合

は、合わせて 16.7％となります。

職員の給与
5.9% 支払利息

4.1%

減価償却費
32.1%

維持管理費等
23.6%

企業債償還金
12.6%

建設改良費
21.7%

図５.支出の内訳（％）：令和元年度決算見込値より
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6.経営状況

合志市水道事業の経営状況について、経営比較分析表の経営指標を用いて分析・評価を行います。

経営指標の内容は、大きく分けて「経営の健全性」、「経営の効率性」、「老朽化の状況」の 3 つと

し、それぞれの詳細内容について分析及び評価を行います。

※表内の「平均値」は、同規模の類似団体（給水人口 5 万人以上 10 万人未満）の全国平均値を

示しています。

（1）経営の健全性

  経営の健全性では、「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「企業債残高対給水収

益比率」についての分析及び評価を行います。

算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 131.30 129.28 136.37 136.30 135.98

平均値 111.96 112.69 113.16 112.15 111.44

  常に100％を超えており、経常利益を確保しています。類似団体平均値よりも高い値となっており、健全

な経営が出来ていることを示しています。

①経常収支比率（％）

指標内容

　給水収益や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄

えているのかを表す指標。単年度の収支が黒字であることを示す100％以上となっていること

が必要である。数値が100％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しているため、

経営改善に向けた取り組みが必要である。

　（営業収益＋営業外収益）÷（営業費用+営業外費用）×100

【 評価 】
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算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.41 0.54 0.68 1.00 1.03

　欠損金は発生しておらず、問題はありません。

②累積欠損金比率（％）

指標内容

　営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰り越し利益剰

余金などでも補填することができず、複数年度にわたって累積した損失のこと）の状況を表す

指標である。当該指標は、累積欠損金が発生していないことを示す0％であることが求められ

る。

当年度未処理欠損金÷（営業収益－受託工事収益）×100

【 評価 】
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算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 408.26 814.36 944.19 940.85 279.15

平均値 335.95 346.59 357.82 355.50 349.83

　類似団体平均と比較すると高い値となっており、確実な支払い能力がある健全な経営が出来ていることを

示しています。

③流動比率（％）

指標内容

　短期的な債務に対する支払能力を表す指標。1年以内に支払うべき債務に対して支払うこと

が出来る現金等があることを示す。100%以上であることが必要。一般的に100%を下回るという

ことは、1年以内に現金化できる資産で1年以内に支払わなければならない負債を賄えておら

ず、支払い能力を高めるための経営改善を図っていく必要がある。

流動資産÷流動負債×100

【 評価 】
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算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 302.59 303.07 347.98 423.38 447.20

平均値 319.82 312.03 307.46 312.58 314.87

　類似団体平均と比較すると企業債残高の割合が高くなっています。主な理由は水道施設の老朽化、耐震化

対策への投資のためです。今後は多額の資金を必要とする施設等の更新に対して計画的に投資を行い、企業

債残高を減少させていく必要があります。

④企業債残高対給水収益比率（％）

指標内容

　給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。明確な数値基準

はないが、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析する

ことが求められている。

企業債残高合計÷給水収益×100

【 評価 】
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（2）経営の効率性

  経営の効率性では、「料金回収率」、「給水原価」、「施設利用率」、「有収率」についての分析及

び評価を行います。

算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 126.67 123.51 129.24 130.52 130.63

平均値 105.21 105.71 106.01 104.57 103.54

　常に100％を超えており、給水にかかる費用を給水収益で賄えている健全な経営状況を示しています。

⑤料金回収率（％）

指標内容

　給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料金水準を評価

することが可能である。供給単価と給水原価の関係を見るものであり、料金回収率が100%を下

回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収入で賄えていることを意味する。

供給単価÷給水原価×100

【 評価 】
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算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 98.58 101.27 96.05 95.85 95.87

平均値 162.59 162.15 162.24 165.47 167.46

　類似団体平均値を下回っているので、類似団体と比較して非常に安価に給水している状況と言えます。

⑥給水原価（円）

指標内容

　有収水量1㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標。明確な数値基

準はないが、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分析す

ることが求められている。

｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不良品売却原価＋附帯事業費）－長期前受金戻入｝

÷年間総有収水量

【 評価 】
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算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 62.90 63.71 64.54 65.25 74.64

平均値 59.17 59.34 59.11 59.74 59.46

　類似団体平均値を上回っているので、類似団体と比較して施設を有効に使えています。

⑦施設利用率（％）

指標内容

　一日配水能力に対する一日平均配水量の割合であり、施設の利用状況や適性規模を判断する

指標である。明確な数値基準はないが、一般的には高い数値であることが望まれる。経年比較

や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握し、分析することが求められて

いる。

一日平均配水量÷一日配水能力×100

【 評価 】
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算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 83.94 83.93 84.55 84.83 84.90

平均値 87.60 87.74 87.91 87.28 87.41

　類似団体平均値と比較してやや低い値を示しています。漏水など収益に繋がらない水量が多いことを示し

ているので、今後老朽管の更新が必要となります。

⑧有収率（％）

指標内容

　施設の稼働が収益につながっているかを判断する指標である。100%に近ければ近いほど施設

の稼働状況が収益に反映されていると言える。数値が低い場合は、水道施設や給水装置を通し

て給水される水量が収益に結びついていないため、漏水やメーター不感等といった原因を特定

し、その対策を講じる必要がある。

年間総有収水量÷年間総配水量×100

【 評価 】
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（3）老朽化の状況

  老朽化の状況では、「有形固定資産減価償却率」、「管路更新率」についての分析及び評価を行

います。

算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 47.27 47.50 47.62 45.33 42.99

平均値 45.25 46.27 46.88 46.94 47.62

　類似団体平均値と同程度を示していますが、近年では水道施設の老朽化、耐震化対策で投資しているため

減少傾向にあります。今後の水道施設の老朽化が進むことが予想され、同時に更新需要の増加が見込まれま

す。

⑨有形固定資産減価償却率（％）

指標内容

　有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の

老朽度合を示している。明確な数値基準はないが、一般的に数値が高いほど、法定耐用年数に

近い数値が多いことを示しており、将来の施設の更新等の必要性を推測することができる。

有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100

【 評価 】
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算式

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

合志市 1.46 1.80 0.75 1.10 0.80

平均値 0.72 0.71 0.71 0.75 0.63

合志市水道事業では、漏水調査結果を基に管路更新を行っています。更新率ならびに更新ペースは適切なも

のと評価できます。

⑩管路更新率（％）

指標内容

当該年度に更新した管路延長の割合を表す指標で、管路の更新ペースや状況を把握できる。明

確な数値基準はないが、数値が1%の場合、全ての管路を更新するのに100年かかるということ

になる。

当該年度に更新した管路延長÷管路延長×100

【 評価 】
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7.経営健全化の取り組み

合志市では経営の健全化と市民サービスの向上を目指し、業務の効率化に努めるとともに、先

進事例等に関する情報収集を行っています。今後もサービス水準を維持・向上できるように経営

の効率化に向けた取り組みを継続していく必要があります。  
その他にもさらなる経営の効率化の可能性を探るため、「熊本中央地域協議会」（熊本市、山鹿

市、菊池市、合志市、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、西原村、大津菊陽水道企業団

の 4 市 5 町 1 村 1 企業団で構成）に参加し、熊本市を中心とした広域化検討において、他団体

との災害時等における非常時対応についての連携を模索しています。

●経費削減等の取り組み

支出抑制内容

・業務委託による経費削減

・電力費の削減（電力削減装置の設置）

・長寿命管の採用

・水道料金等の口座振替勧奨による経費の削減

・各種情報システムの活用

●民間活力の導入

これまでの取り組み

・電気設備点検業務委託

・機器設備点検業務委託

・水質検査業務委託

・災害時における配給水管等応急対策の協定

・営業関連業務委託（受付・滞納整理・開閉栓・収納業務・検針業務・

水道メーター取替業務）

・ＯＡ機器保守管理業務委託

・除草業務委託
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第 3 章 合志市水道事業の将来の事業環境の見通し及び課題

水道事業が取り組むべき事項、方策等の設定にあたり、現状評価と課題を踏まえ、予測される将来

の水道の事業環境がどのように変化するかを認識することが重要です。このことから、水道事業の将

来の事業環境の見通しと課題を外部環境と内部環境の観点から整理します。

1.将来の外部環境の見通し及び課題

（1）将来の人口について

  合志市の人口推移は、「合志市総合計画における人口推計（2019 年 7 月）」によると、令和 11
年度末時点で 70,578 人に達する見込みとなっており、その後も上昇傾向が予想されています。

  給水人口の将来推移では、今後 12 年間で毎年平均約 680 人以上が増加する見込みとなってい

ます。

給水普及率
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図７．給水区域内人口及び給水人口、給水普及率の推移

給水区域内人口 給水人口 給水普及率

63,600人

70,578人

71,169人

71,760人

40,000人

45,000人

50,000人

55,000人

60,000人

65,000人

70,000人

75,000人

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

図６.行政区域内人口の推移
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（2）将来の給水量、有収水量について

給水人口の増加に伴い、1 日最大給水量、1 日平均給水量、1 日当り有収水量も緩やかに増加

する見込みです。

  令和 2 年度は 1 日平均給水量 18,762 ㎥／日で、12 年後の令和 13 年度では、1 日平均給水量

は 20,131 ㎥／日程度まで増加する見込みです。

  同様に令和 2 年度の 1 日当り有収水量は 16,023 ㎥／日で、12 年後の令和 13 年度には 18,078
㎥／日に増加する見込みです。

  給水量及び有収水量の増加は、給水収益の増加につながり、水道事業の経営に良い影響を与え

ますが、給水量の増加を考慮した水道施設の整備や投資を行う必要があります。

【表-6.給水量、有収水量の将来推計値】

※毎年管路更新工事を行い、有収率の向上を図るものとしています。
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図８．給水量、有収水量の推移

1日当り有収水量 1日最大給水量 1日平均給水量

西暦 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

1日当り有収水量(㎥/日) 16,023 16,278 16,502 16,726 16,947 17,305 17,296 17,460 17,632 17,781 17,930 18,078

1日最大給水量(㎥/日) 21,443 21,682 21,879 22,073 22,262 22,628 22,514 22,624 22,744 22,833 22,921 23,007

1日平均給水量(㎥/日) 18,762 18,972 19,144 19,314 19,479 19,800 19,699 19,796 19,901 19,979 20,056 20,131

有収率 85.4% 85.8% 86.2% 86.6% 87.0% 87.4% 87.8% 88.2% 88.6% 89.0% 89.4% 89.8%

将来推計値
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2.将来の内部環境の見通し及び課題

（1）施設の見通し

  合志市の現有資産を更新しなかった場合の健全度推移を見ると、下図のように構築物及び設

備資産は 2040 年頃には健全施設が約 50％程度まで減少し、管路資産についても徐々に健全管

路が減少し、2050 年頃には約 50％程度になることが予想されます。今後こうした施設の老朽化

に対応し、施設の健全性を確保するためには適切な更新投資費用が必要です。

  そこで本経営戦略においては、中長期的な更新投資計画を策定します。

■ 健全資産・・・・経過年数が法定耐用年数以内の資産

■ 経年化資産・・・経過年数が法定耐用年数の 1.0 倍超～1.5 倍以内の資産

■ 老朽化資産・・・経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍超の資産
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（2）施設維持管理の課題

  合志市水道事業では全ての水源においてポンプにより地下水を汲み上げており、また配水池

からの配水方式では多くの施設でポンプによる加圧配水を行っております。このような地域特

性により耐用年数の短い機械・電気設備が比較的多く設置されていることから、日常における点

検や修繕などの維持管理費や相応の人員が必要となります。また管路についても漏水事故等に

対する修繕工事等の対応においても同様です。

現在合志市水道局水道課では 7 名（管理職を除く）の職員で対応しておりますが、現在の職員

数では今後の維持管理についての対応が非常に困難になることが予想されます。

（3）水道事業の経営上の課題

  今後の合志市水道事業では、給水人口の増加に伴い給水収益も増加する見込みです。給水収益

の増加により安定した経営が見込まれますが、経年化資産や老朽化資産の増加に伴う更新工事

費用が大きく必要となる見込みです。

  更新工事費用に対する財源は、給水収益と企業債が挙げられます。今後は企業債残高とのバラ

ンスを考慮した経営計画が必要となります。

また人員面においても、現在の職員数では施設の老朽化対策、耐震化対策による更新工事につ

いての監理対応が非常に困難になることが予想されます。

（4）組織の見通し

  「（2）施設維持管理の課題」と「（3）水道事業の経営上の課題」で挙げられた共通課題が職員

数の不足です。適切な水道事業運営を維持していくためには、経営と施設の健全性を保たなけれ

ばなりません。将来の施設更新工事、維持管理に係る業務量増加に伴う職員数の増員が必要とな

ることから、適切な組織の見通しを検討する必要があります。

  本経営戦略においては、今後 12 年間で職員数の段階的な増員を計画しています。この増員計

画は将来の業務量増加への対応のみならず、若い職員への技術継承を継続させることも目的と

しています。
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第 4 章 経営の基本方針

1.総合計画における水道事業の位置付け

合志市総合計画第 2 次基本構想（計画期間：平成 28 年度～令和 5 年度）では、「人と自然を大

切にした協働によるまちづくり」を合志市の基本理念とし、「元気・活力・創造のまち」を将来都

市像とし、全ての人が安全に、安心して暮らすことのできるまち「健康都市こうし」を創るとして

います。

本市は、この「元気・活力・創造のまち～健康都市こうし」を実現するために、「行政評価シス

テム」を活用し、計画と連動させることによって計画の進行と管理を行っていくとしています。計

画は、6 つの政策（基本方針）と 28 の施策を掲げています。

合志市水道事業は、本市の総合計画の 6 つの政策（基本方針）のうち、4 つ目の「生活環境の健

康」に位置付けられ、政策を実現する 28 の施策のうち、20 番目「水の安定供給と排水の浄化」を

実現するとしています。施策を実現するための方針は、「①配水施設の計画的な整備と良好な水源

の確保を行う」、「②基幹施設の改修や更新、耐震化を進める」、「③地下水かん養や節水の推進を図

る」としています。

2.経営の基本理念と基本方針

本経営戦略策定にあたり、国や地方が問題として抱える少子化による人口減少や超高齢化によ

る社会構造の変化及び厳しい財政状況に対応し、将来にわたって健全な水道事業経営が持続でき

るよう経営の基本理念を「経営環境の変化に適切に対応し、知恵と工夫により業務の改善を図り、

市民に安全で快適な水道サービスを持続的・安定的に提供する。」とします。

また経営の基本理念を実現するために取り組むべき 3 つの基本方針を下記のとおりとします。

【 経営の基本理念 】

【 3 つの基本方針 】

経営環境の変化に適切に対応し、知恵と工夫により業務の改善を図り、市民に

安全で快適な水道サービスを持続的・安定的に提供します。

（1）健全経営の持続に努めます。

（2）計画的な施設更新を行います。

（3）危機管理体制の強化に努めます。
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第 5 章 効率化・経営健全化への取り組み

1.経営戦略のイメージ

市民に安全で快適な水道サービスを持続的・安定的に提供していくためには、管路や管路以外の

施設についての健全性を維持することが重要になりますが、そのためには今後も多額の資金が必

要になってきます。そこで重要になってくるのが、投資試算（投資の必要額の見通し）と財源試算

（給水収益などの財源の見通し）を均衡させることです。

また、並行して事業の効率化・経営健全化に取り組むことも重要です。事業コストの削減等で健

全経営の持続を図るとともに、計画的・効率的な水道施設の更新、耐震化を進めます。

さらには大規模災害の発生に備えた危機管理体制の強化に取り組みます。

広域化、民間の資金・ノウハウ活用
（PPP/PFI等）

組織、人材、定員、給与の適正化
その他の経営基盤強化の取組

（ICT活用等）

〇長寿命化 収支均衡 〇料金の見直し

〇過剰・重複投資の見直し 〇内部留保額の見直し

〇優先順位が低い事業の取りやめ

住民・議会に対して「公開」

経営基盤強化と財政マネジメントの向上

効率化・経営健全化の取組

投資試算の検討 財源試算の検討

経営戦略　【イメージ】

投資・財政計画の策定

（計画期間は基本10年以上）

収支ギャップが生じた場合にはその解消を図る
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2.経営の基本方針と具体的な取り組み体系

本市の水道事業が経営の基本理念及び基本方針に沿って、効率化と経営の健全性維持をすすめ

ていくための具体的な取り組みの体系を下表のとおりとします。

【表-7.合志市水道事業の経営基本方針と具体的な取り組み】

経営の基本方針 具体的な取り組み

（1）職員の確保と人材育成

（2）収納率の向上

（3）投資の平準化

（4）民間活力（PPP/PFI）の活用

（5）ICT（情報通信技術）の活用

（1）施設の耐震化、更新及び再構築

（2）施設情報の精度向上

（1）広域化の検討

（2）水道業務継続計画（BCP）の推進

　　　　2.計画的な施設更新

　　　　3.危機管理体制の強化

　　　　1.健全経営の持続



27

3.経営の基本方針 1：「健全経営の持続」の具体的な取り組み

（1）職員の確保と人材育成

  水道事業では、これまで施設の維持管理や水道料金の徴収事務等を民間委託するなど、効率的

な組織運営を行ってきました。

  しかしながらこれから本格的に老朽化していく施設の点検、修繕や更新など業務量増加に対

応できる人員体制の構築と次世代職員への技術継承の取り組みが必要となります。

技術継承を目的とした人材育成のため、水道課内外での各種研修への積極的参加や資格取得

の支援等により、技術基盤の確保及び技術力の向上に努めます。

また技術基盤の確保策として技術職員数の確保についての検討を行っていきます。

（2）収納率の向上

  水道事業経営は基本的に料金収入により成り立っており、そのためには安定した料金収納が

必要です。収納率の向上は、水道使用者間の負担の公平性を図り、事業に要する経費の財源を確

保するうえで、とても大切なことです。

  このため、徴収事務を委託している民間委託先及び本市下水道事業と連携して徴収の強化を

図り、さらなる未収金の減少と収納率の向上を目指します。

（3）投資の平準化

  合志市水道事業が今後 12 年間で必要となる更新費用は、約 40 億円と見込んでいます。合志

市の水道施設で最も古いものは建設から 50 年以上経過しており、老朽化施設への計画的な更新

が必要となります。今後は給水収益と企業債残高、資金残高についてのバランスを考慮した本経

営戦略で投資の平準化を検討しています。

（4）民間活力（PPP/PFI）の活用

  ＰＰＰとは、公と民が連携して公共サービスの提供を行う事業の枠組みですが、これまでも合

志市水道事業では、維持管理に係る業務や水道料金の検針・賦課・徴収事務など、民間に業務委

託し、公と民が連携して公共サービスの提供を行いながら経費の節減に努めてきました。

  ＰＦＩは、ＰＰＰの代表的な手法の一つで、民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して公

共施設等の建設・維持管理・運営等を行う公共事業を実施するための手法のことです。

  今後も先進事例などの調査・研究を行いながら、業務委託の範囲拡大の可能性について検討し

ていきます。

（5）ICT（情報通信技術）の活用

  水道事業の庶務部門においては、財務処理や予算編成のための企業会計システム、水道使用料

システムがあります。技術部門においては、水道管路台帳システムを導入しており、埋設位置情

報はもとより、設置年度や修繕の記録などをシステム化しています。また水源地や配水池におい

ての基幹施設では、電話回線やインターネット回線を活用した監視通報装置を設置しています。

今後も費用対効果を踏まえ、必要に応じて新たなＩＣＴ技術の導入及び活用を検討していきま

す。
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4.経営の基本方針 2：「計画的な施設更新」の具体的な取り組み

（1）施設の耐震化、更新及び再構築

  施設の耐震化及び老朽化施設の更新については、経営状況を踏まえながら優先順位を設定し、

実施していきます。今後 12 年間で施設更新を行うことにより、合志市水道事業の施設の健全性

は向上していき、安全な水を安定的に供給することが可能となり、災害時でも強靭な施設構築が

可能となります。

（2）施設情報の精度向上

健全な水道事業経営を持続するためには、常に正確な水道施設の状況を把握していなければ

なりません。水道施設の資産の状況を正確に把握することは、その情報をもとに水道施設の維

持・修繕や、計画的な更新などの管理を適切に行うことができ、また大規模災害時における円滑

な応急対応や、広域連携及び官民連携を行う場合の実現可能性の調査・検討等を行う上での基礎

情報となります。

厚生労働省では水道施設台帳整備を水道事業体の義務としており、合志市水道事業において

もこれまで水道施設の情報整備を進めてきました。しかしながら古い水道施設については、現代

のような電子化は当然されておらず、施設情報の精度が低いところがあります。

  今後は老朽化した古い施設の更新に伴い、随時正確な施設情報登録を行い施設情報の精度向

上に努めます。

  また蓄積した情報を基にアセットマネジメントによる中長期的な視点での更新需要と財政収

支の見通しの検討を行い、合志市水道事業経営戦略に反映させ健全な水道事業の継続に努めて

まいります。
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5.経営の基本方針 3：「危機管理体制の強化」の具体的な取り組み

（1）広域化の検討

  「新たな概念の広域化」とは、厚生労働省の「水道ビジョン」で示された概念であり、従来の

事業統合による広域化にとらわれず、広域化のイメージを発展的に広げ、近隣の事業体間で連携

することによって課題解決を図る取り組みです。

現在合志市では、「熊本中央地域協議会」（熊本市、山鹿市、菊池市、合志市、御船町、嘉島町、

益城町、甲佐町、山都町、西原村、大津菊陽水道企業団の 4 市 5 町 1 村 1 企業団で構成）に参

加し、熊本市を中心とした広域化検討において、他団体との災害時等における非常時対応につい

ての連携を計画しています。

  今後は、事務部門や維持管理部門など、近隣事業体との連携が可能な事項について協議、検討

していくことになります。

（2）水道業務継続計画（BCP）の推進

  前述の「広域化の検討」のとおり、現在合志市では「熊本中央地域協議会」において、他団体

との災害時等における非常時対応についての連携を模索しており、非常時対応としての共同訓

練実施も検討しています。しかしながら、合志市水道事業での「合志市水道事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）」は未策定ですので、今後は策定の方向で進めていきます。
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第 6 章 投資・財政計画（収支計画）

1.投資についての説明

投資については、新規の整備は無いものの、施設の耐震化や既存施設の改築・更新を予定してお

ります。

①新規の整備について

  新たな給水区域拡張など、新規整備事業の計画はありません。

②改築・更新について

  主に管路の布設替え工事などの更新を進めていきます。また管路以外の施設についても適切

なタイミングで更新を図ることとしています。

  管路更新の費用については年間約 300,000 千円から 400,000 千円、今後 12 年間で約 40 億円

の費用を見込んでいます。

   これらの更新工事を行うことにより、合志市水道事業の施設の健全性は向上していき、安全な

水を安定的に供給することが可能となり、災害時においても耐えうる施設の構築が可能となり

ます。

建設改良費 建設改良費累積額

312,632千円
387,632千円

312,632千円

4,389,084千円

0千円

500,000千円

1,000,000千円

1,500,000千円

2,000,000千円

2,500,000千円

3,000,000千円

3,500,000千円

4,000,000千円

4,500,000千円

5,000,000千円

100,000千円

150,000千円

200,000千円

250,000千円

300,000千円

350,000千円

400,000千円

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

図１１.建設改良費の将来予測

建設改良費 建設改良費累積額
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2.財源についての説明

①料金収入について

  将来の人口増加に伴い、有収水量及び料金収入についても増加傾向が見込まれます。

  年間の有収水量の推移については、今後 12 年間で約 750 千㎥増える見込みです。

  料金収入についても有収水量と同様に増加傾向が見込まれ、同期間で約 93,900 千円の増収が

予想されます。

年間料金収入 年間有収水量

5,848千㎥/年

6,598千㎥/年732,169千円

826,069千円

5,000千㎥/年

5,500千㎥/年

6,000千㎥/年

6,500千㎥/年

7,000千㎥/年

650,000千円

700,000千円

750,000千円

800,000千円

850,000千円

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年

図１２．年間有収水量、年間料金収入の推移

年間有収水量 年間料金収入
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②企業債について

  これまでの水道施設整備により、令和元年度末時点の企業債残高は約 30 億円となっています。

今後も水道施設についての更新工事を計画していますが、本経営戦略における計画期間内にお

いては、新たに企業債発行は予定していません。

  企業債残高を出来る限り減少させ、将来の世代への負担を軽減させると共に健全な経営を実

現させるため、自己財源での更新工事を計画しています。

今後 12 年間で約 28 億円の企業債償還を行い、企業債残高も現在の約 30 億円から約 10 億円

まで減少させる見込みです。

3.投資以外の経費について

  ①人件費について

今後の老朽化施設の更新工事や日常における点検・修繕の維持管理等の業務量増加に対応す

るためには、増員による人員体制の構築と次世代職員への技術継承の取り組みが必要となりま

す。

そのために本経営戦略では、段階的に職員数を増員することとし、管理職を除き最大 10 名と

なることを想定した職員給与費を見込み、運営基盤強化を図る計画としています。

  ②動力費について

   人口増加に伴い配水量が増加することにより、動力費の増加も予想されます。

今後は、省エネ対策や新電力の導入を視野に入れ、、エネルギー消費の現状維持に努めていき

ます。

企業債残高 企業債償還額

145,077千円

106,063千円

2,954,204千円

1,477,293千円

0千円

50,000千円

100,000千円

150,000千円

200,000千円

0千円

500,000千円

1,000,000千円

1,500,000千円

2,000,000千円

2,500,000千円

3,000,000千円

3,500,000千円

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年

図１３．企業債償還額、企業債残高の推移

企業債償還額 企業債残高
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4.経営指標の推移（将来予測）について

  本経営戦略策定における将来の経営指標の推移を以下に示します。経営指標は、収支計画表を基

に算出した「①経常収支比率」、「②企業債残高対給水収益比率」、「③料金回収率」、「④給水原価」

の 4 項目です。

算 式：（営業収益＋営業外収益）÷（営業費用＋営業外費用）×１００

【評価】将来の人口増加に伴う料金収入の増加と事業費用抑制により、経常収支比率は向上し、健全

な経営が見込まれます。

算 式：企業債残高合計÷給水収益×１００

【評価】計画期間内において企業債の借入は予定しておらず、企業債残高対給水収益比率は減少する

ため、健全な経営が見込まれます。

118.17%

133.99%
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140.00 

① 経常収支比率（％）

403.48%

205.48%

0.00 

50.00 

100.00 

150.00 

200.00 

250.00 

300.00 

350.00 

400.00 

450.00 

② 企業債残高対給水収益比率（％）
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算 式：供給単価÷給水原価×１００

【評価】料金収入の増加と「④給水原価」の減少により、料金回収率は向上し、健全な経営が見込ま

れます。

算 式：｛（営業費用+営業外費用）－長期前受金戻入｝÷年間総有収水量

【評価】将来の事業費用抑制と有収水量の増加により、給水原価は下がり、効率的な経営が見込まれ

ます。

112.26% 128.25%

100.00 

105.00 

110.00 

115.00 

120.00 

125.00 

130.00 

③ 料金回収率（％）

111.51円 97.61円

90.00 

95.00 

100.00 

105.00 

110.00 

115.00 

④ 給水原価（円）
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2
1

,6
9

7
,4

4
2

1
,6

9
7

,4
4

2
1

,6
9

7
,4

4
2

企
業

債
残

残
高

資 本 的 収 支 資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
　

①
－

②
 ：

 ③

補 填 財 源

1
.損

益
勘

定
留

保
資

金

2
.利

益
剰

余
金

処
分

額

3
.補

填
財

源
繰

越
額

計
 ：

 ④

資 本 的 支 出

1
.建

設
改

良
費

2
.企

業
債

償
還

金

3
.そ

の
他

計
 ：

 ②

令
和

9
年

度
（

2
0

2
7

年
度

）
令

和
1

0
年

度
（

2
0

2
8

年
度

）
令

和
1

1
年

度
（

2
0

2
9

年
度

）

補
填

財
源

不
足

額
（

③
-
④

）

資 本 的 収 入

1
.企

業
債

2
.他

会
計

負
担

金

3
.そ

の
他

計
 ：

 ①

　
様

式
2

号
（

法
適

用
企

業
・

資
本

的
収

支
）

（
単

位
：

千
円

）

年
　

　
度

令
和

2
年

度
（

2
0

2
0

年
度

）
令

和
3

年
度

（
2

0
2

1
年

度
）

令
和

4
年

度
（

2
0

2
2

年
度

）
令

和
5

年
度

（
2

0
2

3
年

度
）

6
.投

資
・

財
政

計
画

（
収

支
計

画
）

：
資

本
的

収
支

令
和

1
2

年
度

（
2

0
3

0
年

度
）

令
和

1
3

年
度

（
2

0
3

1
年

度
）

区
　

　
分

令
和

6
年

度
（

2
0

2
4

年
度

）
令

和
7

年
度

（
2

0
2

5
年

度
）

令
和

8
年

度
（

2
0

2
6

年
度

）
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第 7 章 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項

本経営戦略の進捗管理のため、概ね 5 年ごとに事後検証を行います。

また、ＰＤＣＡサイクル（①計画の構築：Plan⇒②事業の実施：Do⇒③目標達成状況の確認・検

証：Check⇒④見直しの改善：Action）を行い、必要に応じてアセットマネジメント及び本経営戦略

の更新や見直しを図り、合志市水道ビジョンへの反映を行っていきます。

Plan(計画)

目標･施策の策定

Check(検証)

事後評価

Action(見直し)

未達成目標の対処

Do(実施)

事業の実施

ＰＤＣＡ

サイクル


